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教育委員会 

令和５年３月定例会  

① 
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議  事   日  程  

 

日 程 １  教育委員会議事録の承認について   ……    Ｐ ４  

 

日 程 ２  第１５号議案  ……………………………   Ｐ ５～ ８  

教育委員会の非常勤の職員の報酬等に関  

する規則の一部を改正する規則  

 

日 程 ３  第１６号議案  ………………………………   Ｐ ９～１１  

長崎市教育委員会の職員で単純な労務に  

雇用される者の就業規則及び長崎市教育  

委員会職員職名規則の一部を改正する規  

則 

 

日 程 ４  第１７号議案  ………………………………   Ｐ１２～１４  

長崎市立学校職員の給与等に関する規則  

の一部を改正する規則  

 

日 程 ５  第１８号議案  ……………………………   Ｐ１５～１７  

長崎市教育委員会の職員で特殊な勤務に  

従事する職員の勤務時間等に関する規程  

の一部を改正する規程  

 

日 程 ６  第１９号議案  ……………………………   Ｐ１８～１９  

長崎市教育委員会事務局マイクロフィル  

ム文書取扱規程の一部を改正する規程  

 

日 程 ７  第２０号議案  ……………………………   Ｐ２０～２１  

長崎市教育委員会個人情報の保護に関する  

規則  

 

日 程 ８  第２１号議案  ……………………………   Ｐ２２～２３  

長崎市教育委員会保有個人情報等安全管  

理措置規程  

 

日 程 ９  第２２号議案  ……………………………   Ｐ２４～２５  

長崎市教育委員会死者情報取扱規則  
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日 程１０  第２３号議案  ……………………………   Ｐ２６～２８  

長崎市教育委員会職員の在宅勤務に関す  

る規程の全部を改正する規程  

 

日 程１１  第５号報告    ……………………………   Ｐ２９～３１  

専行処分について（長崎市教育委員会事  

務局及び教育機関組織規則の一部を改正  

する規則の一部を改正する規則）  

 

日 程１２  第６号報告    ……………………………   Ｐ３２～３５  

長崎市恐竜博物館運営協議会の審議結果  

について  

 

日 程１３  第７号報告    ……………………………   Ｐ３６～５２  

専行処分について（職員の人事について）  

 

日 程１４  第２４号議案  ……………………………   Ｐ５３～５６  

長崎市図書館運営協議会委員の委嘱につ  

いて  

 

日 程１５  第８号報告    ……………………………   Ｐ５７～５９  

長崎市教育支援委員会の審議結果につい  

て 
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教育委員会議事録の承認について  

・令和４年１０月３１日定例会議事録案      ・・・別 添  

・令和４年１１月８日定例会議事録案        ・・・別 添  
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第１５号議案 

教育委員会の非常勤の職員の報酬等に関する規則の一部を改正する

規則 

 教育委員会の非常勤の職員の報酬等に関する規則（昭和４７年長崎市教

育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第 1 号中「 8,７００円」を「8,８００円」に改め、同項第

２号中「 7,８５０円」を「 7,９００円」に改める。 

附  則 

この規則は、令和５年５月１日から施行する。 

令和５年３月２９日提出 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 長崎市附属機関に関する条例別表第１教育委員会の項及び別表第２に規

定する附属機関の委員に対する報酬を改定するため、関係規定を改正した

いので、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定

により教育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。 
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「  参  考  」 

・ 教育委員会の非常勤の職員の報酬等に関する規則新旧対照表  

        ・・別 添 

「  参  照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例

に属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経

なければならない。 

   〔 中  略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 

 ○  長崎市附属機関に関する条例（抜粋） 

第２条 執行機関及び上下水道事業管理者 ( 以下「執行機関等」という。 )

は、別表第１のとおり附属機関を設置する。 

２  前項に規定するものを除くほか、執行機関等は、必要に応じて、別表

第２に掲げる類型の附属機関を設置する。  

別表第１ 

附属機関の属す

る執行機関  

名     称  担   任   事   務  

教育委員会  長崎市立学校通学区

域審議会  

市立の小学校及び中学校の通学区域

の設定及び変更に関する重要事項の

調査審議に関すること。  
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長崎市教科書採択審

議会  

市立の小学校及び中学校において使

用する教科用図書の採択に関する重

要事項の調査審議に関すること。  

長崎市教育支援委員

会  

本市に住所を有する学齢児童及び学

齢生徒 ( 就学予定者を含む。 ) のう

ち視覚障害児、聴覚障害児、知的障

害児、肢体不自由児、病弱児等に対

する適切な就学及び教育支援に関す

る必要な事項の調査審議に関するこ

と。  

長崎市指定文化財等

保存・整備委員会  

重要文化財及び史跡の保存、活用及

び整備等に関する重要事項の調査審

議に関すること。  

長崎市出島史跡整備

審議会  

出島和蘭商館跡の整備に関する重要

事項の調査審議に関すること。  

別表第２ 

附属機関の類型  担任事務 設置期間 

受注者の選定に係

る審査会  

本市が発注する業務に係る受注者の

選定に関する必要な事項の審査に関

すること。  

設置の日から執行機関

等が対象を決定する日

まで 

指定管理者の候補

者の選定に係る審

査会 

本市の公の施設の指定管理者の候補

者の選定に関する必要な事項の審査

に関すること。  
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指定の相手方の選

定に係る審査会  

本市が法令等の規定に基づき行う指

定 ( 別に定めるものに限る。 ) の相

手方の選定に関する必要な事項の審

査に関すること。  

財産の貸付け等の

相手方の選定に係

る審査会  

本市の財産を貸し付け、交換し、売

り払い、譲与する場合等の相手方の

選定に関する必要な事項の審査に関

すること。  

補助金等の交付対

象事業等の選定に

係る審査会  

本市が交付する補助金、助成金その

他相当の反対給付を受けない給付金

の交付対象事業等の選定に関する必

要な事項の審査に関すること。  

名称の選定に係る

審査会  

本市が付ける名称の選定に関する必

要な事項の審査に関すること。  
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第１６号議案 

長崎市教育委員会の職員で単純な労務に雇用される者の就業規則及

び長崎市教育委員会職員職名規則の一部を改正する規則 

（長崎市教育委員会の職員で単純な労務に雇用される者の就業規則の一

部改正） 

第１条 長崎市教育委員会の職員で単純な労務に雇用される者の就業規則

（昭和３７年長崎市教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第２項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又

は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同

法第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１

項若しくは第２項」に、「もの」を「職員」に改める。  

（長崎市教育委員会職員職名規則の一部改正） 

第２条 長崎市教育委員会職員職名規則（昭和５０年長崎市教育委員会規

則第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。   

附  則 

（施行期日） 

１  この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第４条第１項若しく

は第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、
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第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第

１項から第４項までの規定により採用された職員をいう。）は、第１条

の規定による改正後の長崎市教育委員会の職員で単純な労務に雇用され

る者の就業規則第２条第２項に規定する地方公務員法第２２条の４第１

項又は第２２条の５第１項若しくは第２項に規定する短時間勤務の職を

占める職員とみなして、同規則第２条第２項の規定を適用する。 

３  暫定再任用短時間勤務職員（令和３年改正法附則第６条第１項若しく

は第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により採用された職員をい

う。）は、第２条の規定による改正後の長崎市教育委員会職員職名規則

第２条に規定する地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採用さ

れた職員とみなして、同規則第２条の規定を適用する。 

令和５年３月２９日提出 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 地方公務員法の一部改正に伴い、関係条文の整理をする必要があるため、

長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定により教

育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。 
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「  参  考  」 

・ 長崎市教育委員会の職員で単純な労務に雇用される者の就業規則新旧

対照表                        ・・別 添 

・ 長崎市教育委員会職員職名規則新旧対照表       ・・別 添 

「  参  照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例

に属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経

なければならない。 

   〔 中  略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 
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第１７号議案 

長崎市立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則 

 長崎市立学校職員の給与等に関する規則（平成３年長崎市教育委員会規

則第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を「第２２条

の４第１項」に改める。 

第４条第３項を削る。   

 附則に次の２項を加える。 

（市町村立学校教職員給与等条例附則第２６項の適用を受ける幼稚園に

勤務する学校職員に係る経過措置） 

３  市町村立学校教職員給与等条例附則第２６項の適用を受ける職員に対 

する第３条第４項の規定の適用については、当分の間、同項中「３ 7,０

００円」とあるのは、「管理職手当の額に１００分の７０を乗じて得た

額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０

円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた

額 ）」 とする。 

４  市町村立学校教職員給与等条例附則第２６項の適用を受ける職員に対 

する第５条の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第１に掲 

げる額に２分の１を乗じて得た額」とあるのは、「別表第１に掲げる額

に２分の１を乗じて得た額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、

５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００ 

円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額 ）」 とする。 

附  則 

（施行期日 )  
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１  この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置 )  

２  暫定再任用職員 ( 地方公務員法の一部を改正する法律 ( 令和３年法律

第６３号。以下「令和３年改正法」という。 ) 附則第４条第１項若しく

は第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）又は第６条第１項若しくは第２項

（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替 

えて適用する場合を含む。）の規定により採用された職員をいう。）は、 

改正後の長崎市立学校職員の給与等に関する規則第２条に規定する地方

公務員法第２２条の４第１項の規定により採用された職員とみなして、

同規則第２条の規定を適用する。 

令和５年３月２９日提出 

 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 地方公務員法と長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部改正、並びに定年引上げに伴う幼稚園に勤務する学校職員

の管理職手当及び義務教育等教員特別手当の支給について、関係規定を整

備したいため、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号

の規定により教育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。 
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「  参  考  」 

・ 長崎市立学校職員の給与等に関する規則新旧対照表   ・・別 添 

「  参 照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に

属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経なけ

ればならない。 

   〔 中   略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 
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第１８号議案 

長崎市教育委員会の職員で特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等

に関する規程の一部を改正する規程 

長崎市教育委員会の職員で特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関

する規程（平成２１年長崎市教育委員会訓令第８号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は

第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第

２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若し

くは第２項」に、「もの」を「職員」に改める。   

別表生涯学習課の項中「生涯学習課」を「生涯学習施設課」に改め、同

表香焼図書館の項を削る。 

附  則 

（施行期日 )  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置 )  

２  暫定再任用職員 ( 地方公務員法の一部を改正する法律 ( 令和３年法律

第６３号。以下「令和３年改正法」という。 ) 附則第４条第１項若しく

は第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、

第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第

１項から第４項までの規定により採用された職員をいう。）は、改正後

の長崎市教育委員会の職員で特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に
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関する規程第２条第２項に規定する地方公務員法第２２条の４第１項又

は第２２条の５第１項若しくは第２項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員とみなして、同規程第２条第２項の規定を適用する。 

令和５年３月２９日提出 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 地方公務員法の一部が改正されたこと、生涯学習課の組織改編をするこ

と、香焼図書館の人員体制を見直すことに伴い、関係規定を整備したいた

め、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定によ

り教育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。  
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「  参  考  」 

・ 長崎市教育委員会の職員で特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に

関する規程 新旧対照表                ・・別 添 

「  参  照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例

に属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経

なければならない。 

   〔 中  略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 
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第１９号議案 

長崎市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程の一部を改

正する規程 

 長崎市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程（平成２１年長

崎市教育委員会訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

本則中 「（ 生涯学習課を除く。以下「事務局」という。）」を削る。 

附  則 

この規程は、公布の日から施行する。 

令和５年３月２９日提出 

 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 本庁と離れた市民会館に執務室があった生涯学習課が新庁舎に移転した

ことに伴い、マイクロフィルム文書の取り扱いについて教育委員会の他所

属と同様にするため、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項

第７号の規定により教育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。  
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「  参  考  」 

・ 長崎市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程新旧対照表                 

・・別 添 

「  参 照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に

属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経なけ

ればならない。 

   〔 中   略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 
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第２０号議案 

長崎市教育委員会個人情報の保護に関する規則 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び長崎市個

人情報の保護に関する法律施行条例 ( 令和４年長崎市条例第４０号 ) の施

行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、長崎市個人

情報の保護に関する規則 ( 令和４年長崎市規則第１０号 ) の例による。 

附  則 

（施行期日） 

１  この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （関係規則の廃止） 

２  次に掲げる規則は、廃止する。 

 ⑴ 長崎市個人情報保護条例施行規則（平成１４年長崎市教育委員会規

則第９号） 

 ⑵ 長崎市特定個人情報保護条例施行規則（平成２７年長崎市教育委員

会規則第２９号） 

令和５年３月２９日提出 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び長崎市個

人情報の保護に関する法律施行条例 ( 令和４年長崎市条例第４０号 ) の施

行に関し、必要な事項を定めたいため、長崎市教育委員会教育長事務委任

規則第２条第１項第７号の規定により教育委員会の決定を経るため、この

議案を提出する。 
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「  参  考  」 

・ 長崎市個人情報保護条例施行規則           ・・別 添 

・ 長崎市特定個人情報保護条例施行規則         ・・別 添 

「  参 照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に

属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経なけ

ればならない。 

   〔 中   略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 
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第２１号議案 

長崎市教育委員会保有個人情報等安全管理措置規程 

長崎市教育委員会が保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の適

切な管理に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、長崎

市保有個人情報等安全管理措置規程（令和５年長崎市訓令第２号）の例に

よる。この場合において、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

読み替える長崎市安

全管理措置規程の規

定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条 総務部長 教育総務部長 

第４条第１項 防災危機管理室その

他これに準ずる室及

び各地域センター 

適正配置推進室及び

学校給食センター整

備室 

第６条 総務部総務課長 教育総務部総務課長 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

令和５年３月２９日提出 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第１

項の規定に基づき定める必要のある、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀

損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要な事項を定めたい

ため、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定に

より教育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。  
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「  参  考  」 

・ 長崎市保有個人情報等安全管理措置規程        ・・別 添 

「  参 照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に

属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経なけ

ればならない。 

   〔 中   略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 

○  個人情報の保護に関する法律（抜粋） 

第六十六条  行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の

防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講

じなければならない。 

 〔 以下、略 〕 
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第２２号議案 

   長崎市教育委員会死者情報取扱規則 

長崎市教育委員会が保有する死者情報の適切な取扱いに関し必要な事項

については、別に定めるものを除くほか、長崎市死者情報取扱規則 ( 令和

５年長崎市規則第１４号 ) その他市長が定める規程の例による。 

附  則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

令和５年３月２９日提出 

 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 死者に関する情報の取扱いは、個人情報保護制度とは別の制度として必

要な事項を定めたいため、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第

１項第７号の規定により教育委員会の決定を経るため、この議案を提出す

る。 
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「  参  考  」 

・ 長崎市死者情報取扱規則               ・・別 添 

「  参 照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に

属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経なけ

ればならない。 

   〔 中   略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 
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第２３号議案 

長崎市教育委員会職員の在宅勤務及びサテライトオフィス勤務に関

する規程 

長崎市教育委員会職員の在宅勤務に関する規程（令和３年長崎市教育委

員会訓令第７号）の全部を改正する。 

長崎市教育委員会の職員の在宅勤務及びサテライトオフィス勤務の実施に

関し必要な事項については、長崎市職員の在宅勤務及びサテライトオフィス

勤務に関する規程（令和５年長崎市訓令第３号）その他市長が定める規程の

例による。 

附  則 

 （施行期日） 

１  この規程は、公布の日から施行する。 

（長崎市事務決裁規程の一部改正） 

２  長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程（平成２１年長

崎市教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第１項第１号中「又は在宅勤務」を「、在宅勤務又はサテラ

イトオフィス勤務」に改め、同項第３号中「又は在宅勤務」を「、在宅

勤務又はサテライトオフィス勤務」に改める。 

令和５年３月２９日提出 

 

長崎市教育委員会 

                     教育長  橋田 慶信 

   理 由 

 職員が通常勤務している庁舎以外の場所を就業場所とするサテライトオ

フィス勤務制度を導入することにあたり関係規定を整備したいため、長崎
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市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第７号の規定により教育委

員会の決定を経るため、この議案を提出する。  
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「  参  考  」 

・ 長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程新旧対照表                

・・別 添 

・ 長崎市教育委員会職員の在宅勤務に関する規程     ・・別 添 

「  参 照  」 

○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に

属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経なけ

ればならない。 

   〔 中   略 〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

   〔 以下、略 〕 
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第５号報告 

   専行処分について（長崎市教育委員会事務局及び教育機関組織規則

の一部を改正する規則の一部を改正する規則） 

 「施設課」を「学校施設課」に名称変更するが、新規異動者以外は発令

を行わないことから、必要となる経過措置を整備する必要があるため、長

崎市教育委員会教育長事務委任規則（昭和２７年長崎市教育委員会規則第

６号）第２条第１項第７号の規定により教育委員会の決定を経る必要が生

じたが、教育委員会の会議を開催する暇がなく、同規則第３条の規定によ

り別紙のとおり専行したので、報告し、承認を求める。 

 

令和５年３月２９日提出 

長崎市教育委員会 

                   教育長   橋 田 慶 信 
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「別 紙」 

長崎市教育委員会事務局及び教育機関組織規則の一部を改正する規

則の一部を改正する規則 

 長崎市教育委員会事務局及び教育機関組織規則の一部を改正する規則（ 

令和５年長崎市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 附則中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、同項の前に次の１項

を加える。 

 （経過措置） 

２  この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる所属の次長、課長、係

長、主任若しくは主事の職を命ぜられ、又は当該所属の勤務に命ぜられ

ている者は、別に発令がされない限り、これに対応する同表右欄に掲げ

る所属の次長、課長、係長、主任若しくは主事の職を命ぜられ、又は当

該所属に勤務を命ぜられたものとする。 

左欄 右欄 

教育総務部 

 施設課 

  企画係 

  管理係 

教育総務部 

 学校施設課 

  企画係 

  管理係 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

令和５年３月２３日   

                  長崎市教育委員会 

                  教育長  橋 田  慶 信     
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「参 照」 

 ○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育長は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を

専行することができる。ただし、特に重要と認められるもの又は異例に

属するもの若しくは疑義があるものについては、委員会の決定を経なけ

ればならない。 

   〔中   略〕 

⑺  教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃

すること。 

    〔中   略〕 

第３条 教育長は、緊急やむを得ないと認めたときは、前条第１項各号に

掲げるものであっても専行することができる。ただし、その場合は、

次の委員会の会議に報告し、承認を受けなければならない。 

   〔以下、略〕 
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第６号報告  

   長崎市恐竜博物館運営協議会の審議結果について  

 令和５年２月１０日に開催した長崎市恐竜博物館運営協議会の審議結

果は、別紙のとおりです。  

  令和５年３月２９日提出  

長崎市恐竜博物館運営協議会  

会長 水 嶋 英 治  

 

理 由  

 長崎市恐竜博物館運営協議会の審議結果について、長崎市恐竜博物館条

例施行規則第１５条の規定に基づき教育委員会に報告する。  
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「 別 紙 」  

長崎市恐竜博物館運営協議会の審議結果  

１ 日 時  令和 5 年 2 月 10 日（金） 10 時 00 分から 11 時 30 分まで  

２ 場 所  長崎市役所５階  第４委員会室  

３ 出席者  委 員  10 人中 10 人出席  

      事務局  生涯学習課長、同課係長、同課職員 2 人  

      指定管理者 代表企業取締役、恐竜博物館長及び係長  

４ 審議概要  

⑴  議事  

ア 令和 5 年度事業計画について  

イ その他（化石発掘用地の取得状況、恐竜博物館の臨時休館）  

５ 主な意見  

⑴ 夏の企画展は恐竜の食性に注目した企画として面白いと感じたが、ジ

オラマ背景は学術的に破綻している。影の主役である餌、植物に関し

て、古植物学的に不正確な内容も含まれていたため、専門家による監

修を受けて改善していただきたい。  

⑵ 秋の企画展は、恐竜博物館の企画展で、ペンギン水族館とのコラボ企

画ということがわかるタイトルにしなければ、来館者の関心をひかな

いのではないかと感じた。  

⑶ 現在のワークショップでは未就学児に対しては効果的だが、小学 1

年生以上の参加者には物足りないと感じている。もう少し高レベルな

ものも実施していただきたい。  

⑷ アンケートでは来場者の年代が 20 代から 40 代だけで半数を超えてい

ることから、インスタグラム等の SNS の活用は効果的だと思う。イン

スタグラムのフォロワーは 173 名とまだ少ないので、増やす努力が必

33



 

要だと思う。  

⑸ 教育委員会と連携した公立小中学校生徒のタブレットによるチラシ

データの配信は積極的に行ってほしい。  

⑹ 修学旅行では、いくつかの施設を周遊するようなコースが求められて

いるため、その点を考慮して誘致活動を行った方が良い。  
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「 参 照 」  

 ○ 長崎市恐竜博物館条例（抜粋）  

 （恐竜博物館運営協議会）  

第１４条  恐竜博物館の適切な運営に関し必要な事項を調査審議するた

め、長崎市恐竜博物館運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

  〔 以下、略 〕  

 ○ 長崎市恐竜博物館条例施行規則（抜粋）  

 （恐竜博物館運営協議会の審議結果の報告）  

第１５条 条例第 14 条に規定する長崎市恐竜博物館運営協議会 (以下「協

議会」という。 )の会長は、協議会の審議が終わつたときは、速やかに

その結果を教育委員会に報告しなければならない。  

  〔 以下、略 〕  
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